
①

イ ７日分以下の場合　・・・・・・4点

ロ ８日分以上14日分以下の場合・・28点

ハ 15日分以上28日分以下の場合・・50点

ニ 29日分以上の場合　・・・・・・60点

②

                                       　 山口薬局台新店　

「調剤管理料」とは、
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、
アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品
リスク管理計画、薬剤服用歴等に基づき、受け付けた
処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を
行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録その他
必要な薬学的管理を行った場合に
与えられる報酬（点数）のことです。

当薬局の算定している調剤管理料について
点数は全て１点＝１０円です。計算例：１０点＝１００円（３割負担の方は３０円、１割負担の方は１０円の負担です）

・調剤管理料に関する事項
内服薬（内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び
屯服薬であるものを除く。）を調剤した
場合（１剤につき）

①以外の場合　・・・・・・・・・4点



①

②

③

④

イ 3ヶ月以内に再度処方箋を持参し、お薬
手帳を提示した場合　・・・・・45点

ロ ④のイ以外の場合　・・・・・59点

                                      山口薬局台新店

介護老人福祉施設等の入所者の場合
・・・・・45点

情報通信機器を用いた服薬指導を行った
場合

「服薬管理指導料」とは、薬剤師が患者さまに安全に
お薬を使用していただくために必要な情報の収集・分
析・管理・記録や、お薬のお渡しの際の説明に対して
与えられる報酬（点数）のことです。
皆さんがこれまでに使用してきたお薬や、現在使用し
ているお薬の情報が記載されている、大事な情報源で
ある「お薬手帳」の持参を心がけていただくために、
手帳を持参すると医療費のご負担が軽くなるように
なっています。

当薬局の算定している服薬管理指導料について
点数は全て１点＝１０円です。計算例：１０点＝１００円（３割負担の方は３０円、１割負担の方は１０円の負担です）

・服薬管理指導料に関する事項
3カ月以内に再度処方箋を持参し、お薬手
帳を提示した場合　・・・・・45点

①以外の場合　・・・・・・59点
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東北厚⽣局⻑に届け出た事項                ⼭⼝薬局台新店 
                               （2026 年 4 ⽉現在） 
 
 特掲診療料 
   ○調剤基本料１ 
 
   ○後発医薬品調剤体制加算３ 
    ・直近３か⽉の後発医薬品の数量割合９０以上 
 
   ○連携強化加算 
    ・第⼆種協定指定医療機関の指定 
    ・新型インフルエンザ等感染症等の発⽣時における体制の整備 
     感染症に係る研修を実施 
     新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供に当たっての訓練を実施 
     県知事からの要請を受けて、⾃宅療養者等に対して、調剤、オンライン⼜は 

訪問による服薬指導、薬剤等の交付等の対応を⾏う体制 
     個⼈防護具の備蓄 
     要指導医薬品及び⼀般⽤医薬品の提供、感染症に係る体外診断⽤医薬品（検査 
     キット）の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛⽣材料等の提供体制 
    ・災害の発⽣時における体制の整備 
     ⾃治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給⼜は調剤所

の設置に係る⼈員派遣等の協⼒等を⾏う体制 
災害の発⽣時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施 
夜間、休⽇等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制 

    ・災害や新興感染症発⽣時等において対応可能な体制を確保していることの⾃局
及びグループのホームページでの周知、薬剤師会通じての周知 

    ・災害や新興感染症発⽣時等における薬局の体制や対応について、⼿順書等を作成
⾃局の職員の共有 

    ・オンライン服薬指導の通信環境の確保及び研修の実施 
    ・サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般に対応を⾏う体制 
 
   ○医療 DX 推進体制整備加算（マイナ保険証利⽤率により毎⽉算定加算区分変動） 
    ・電⼦情報処理組織を使⽤した診療報酬請求 
    ・電⼦資格確認を⾏う体制 
    ・オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し 

調剤、服薬指導等を⾏う際に当該情報を閲覧し、活⽤できる体制 
    ・電磁的記録による調剤録及び薬剤服⽤歴の管理体制 
    ・マイナンバーカードの健康保険証利⽤率 30%〜50%〜70%〜より加算 3、２、1 
    ・医療ＤＸ推進の体制に関する事項の掲⽰・ホームページへの掲載 
    ・サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般に対応を⾏う体制 
 
   ○在宅患者訪問薬剤管理指導 



                    山口薬局台新店

個別の調剤報酬の算定項目の分かる

明細書発行について

当薬局では、医療の透明化や患者さまへの
情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算
定項目の分かる明細書を無料で発行しており
ます。
また、公費負担医療等の受給者で医療費の
自己負担のない方についても、明細書を無
料で発行することと致しました。

明細書には薬剤の名称や行った検査の名
称が記載されます。

ご家族の方が代理で会計を行う場合のその
代理の方への交付も含めて、明細書の交付
を希望されない場合は事前に申し出て下さい。



保険外併⽤療養費に関する事項 

（療養の給付と関係があるサービスについて） 

○後発医薬品のある先発医薬品（⻑期収載品）の選定療養（令和６年 10 ⽉より） 

 後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬で、先発医薬品の処⽅を希望される 

場合は、特別の料⾦をお⽀払い頂きます。 

特別の料⾦とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の４分の１相当の料⾦です。 

詳細は厚⽣労働省案内チラシ（別掲）にてご確認ください。 

 

保険外費⽤に関する事項 

（療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについて） 

○保険適⽤外の⼀包化 

（患者さまの希望に基づく内服薬の⼀包化（治療上の必要性がない場合）） 

 7 ⽇ごとに 340 円（税別） 

43 ⽇分以上の場合（⽇数に関わらず）2,400 円(税別) 

○患者様ご⾃宅等への調剤した医薬品の持参料及び郵送代 

 実費相当分 

○服薬カレンダー 

 おくすりカレンダー 1,650 円（税込） 

お薬ポケット⼀週間  102 円（税込） 

○容器代 

 ⽔薬瓶     40 円（税込） 

 軟膏容器   40 円（税込） 

 スポイト代  30 円（税込） 

上記⾦額をそれぞれご負担頂きます。ご理解の程よろしくお願い致します。  

 

⼭⼝薬局台新店 



後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用を
お願いいたします。

• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬
です。

• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を、特別の料金として、
医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の
料金は要りません。

令和６年10月からの
医薬品の自己負担の新たな仕組み

患者のみなさまへ

後発医薬品について
後発医薬品（ジェネリック医薬品）

に関する基本的なこと

新たな仕組みについて
特別の料金の対象となる
医薬品の一覧などはこちらへ

※ＱRコードから厚生労働省ＨＰの関連ページにアクセスできます。

将来にわたり国民皆保険を守るため
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします



先発医薬品と後発医薬品の価格差の４分の１相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1～3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

Q1. すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
A. いわゆる長期収載品（ちょうきしゅうさいひん）と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品

が対象となります。

Q2. なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
A. みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っ

ていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性が
ある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、
ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給
付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。

Q3. どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
A. 例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特

別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、
医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。

Q4. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発
生しますか。

A. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払
う必要はありません。

Q＆A

※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用（診療・調剤の費用）はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算方法

先発医薬品
※令和６年１０月以降、
医療上の必要性がある場合

後発医薬品

先発医薬品
※令和６年１０月以降、
患者が希望する場合

保険給付 患者
負担

保険給付

保険給付

患者
負担

患者
負担

特別の
料金

先発医薬品と
後発医薬品の価格差

価格差の1/4相当

患者負担の総額


